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　１カ月（月の初日から末日まで）の医療費の限度額を超えた分は高額療養費として払い戻されま
す。払い戻しには申請が必要です。印鑑、領収書、振込先の分かるものを持参して申請をしてくださ
い。限度額は70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なります。

所 得 区 分 ３回目まで
４回目以降
（過去１年間）

一 般
８０,１００円＋医療費総額が２６７,０００円を

超えた場合は、その超えた分の１％
４４,０００円

上位所得者 ※1
１５０,０００円＋医療費総額が５００,０００円を

超えた場合は、その超えた分の１％
８３,４００円

住民税非課税世帯 ３５,４００円 ２４,６００円

※1　所得の申告のない場合も上位所得者とみなされます。

　ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を２回以上支払った場合、それら
を合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

外来＋入院（世帯単位）所 得 区 分 外来（個人単位）

４４,４００円一 　 　 般 １２,０００円

８０,１００円＋医療費総額が２６７,０００円を
超えた場合は、その超えた分の１％

４回目以降（過去１年間）は４４,４００円
現役並み所得者※ ４４,４００円

２４,６００円低 所 得 者 Ⅱ ※ ０８,０００円

１５,０００円低 所 得 者 Ⅰ ※ ０８,０００円

※　詳しいことは、お問い合わせ先までご連絡ください。

自己負担額の計算方法
・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。一部、歯科以外でも別計算
の医療機関もございます。
・２つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。
※７０歳以上７５歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

医療機関へ支払った医療費が高額になったとき

◎問い合わせ先／健康推進課国保年金班　☎８２－４１１１　内線１３６・１３７

70歳未満の人の場合

70歳以上75歳未満の人の場合


